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Ⅰ 国民の利便向上及び経済の活性化に向けた取組

I- 1 日本郵政の経営状況及びサービスの維持 ･向上

1 関係法律 し

○ 郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)

(基本理念)

第二条 由政民営化は､内外の社会経済情勢の変化に.即応し､公社に代わる新たな体制の確立等により､経営の自主性､

創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し､多様で良質なサ｢ビスの提供を通じた国民の利便

の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため､地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に

配慮しつつ､公社が有する機能を分割し､それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに､当該株式会社

の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ､もって国民生活の向上及び国民

経済の健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする｡

(郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設置)

第九条 準備期間 (附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう｡以下同

じ｡)及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに､その状況を監視するため､政府に､郵政民営化推進本

部及び郵政民営化委員会を設置するものとする｡

(業務の特例)

第四十八条 日本郵政株式会社は､平成十九年九月三十日までの間､日本郵政株式会社法第四条に規定する業務のほか､

次に掲げる業務を行うものとする｡

一 実施計画の作成 .

二 郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利

の行使

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

(業務の特例)

第六十一条 日本郵政株式会社は､日本郵政株式会社法第四条及び附則第二条第一項に規定する業務のほか､次に掲げ

る業務を行うものとする｡

一 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行

使することができない株式を除き､会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株

式を含むO次号､次条､第百四条第一号及び第百三十四条第一号において同じ｡)の処分

二 郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及びこれらの株式会社の株

主としての権利の行使

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

○ 日本郵政株式会社法 (平成十七年法律第九十八号)

(会社の目的)

第-条 日本郵政株式会社 (以下 r会社｣という.)は､郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を

保有し､これらの株式会社の経営管理を行うこと並びにこれらの株式会社の業務の支援を行うことを目的とする株式

会社とする｡

(業務の範囲)

第四条 会社は､その日的を達成するため､次に掲げる業務を行うものとする｡

一 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が発行する株式の引受け及び保有
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二 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保

三 前二号に掲げるもののほか､郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の株主としての権利の行使

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

2 会社は.前項に規定する業務のほか､総務大臣の認可を受けて､そのfl的を達成するために必要な業務を行うごと

ができる｡

2 背景 .必要性等

(1)背景 .必要性

郵政事業については､その4つの機能 (窓口サービス､郵便､郵便貯金､簡易保険)を分社化す

ることにより､それぞれの業務に特化し､専門性を高め､潜在力を十分発揮させるとともに､市場

の中で自立し､効率的な経営が行われることとなる.さらに､金融二社につい七は､その株式を完

全に処分することで､他の民間金融機関と同一の条件の下､自由な経営を行わせることとする｡

他方､郵政事業がこれまで永年にわたり三事業一体で行われて来た経緯にかんがみれば､民営化

後も郵便局ネットワークを活用して､郵便､銀行､保険の事業が一体感をもって運営されることは

経営上の要請もあると考えられ､また､利用者の利便にも資するものと考えられる｡

このため､四分社化した新会社の上に､グループ全体の経営戦略を立てる-ツドクオータ機能を

有する持株会社が設立された｡

(2)法令等により予定された事項の概要

日本郵政は､主な業務として､平成 19年9月 30日までの間に実施計画を作成し (民営化法第48

条)､郵便事業会社及び郵便局会社の発行する株式の引受け及び保管並びに当該株式に係る株主と

しての権利の行使､郵便事業会社及び郵便局会社の経営の基本方針の策定及びその実施を確保し

(日本郵政株式会社法第4条)､郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分並びに郵便貯金銀行
＼

･又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及びこれらの株式会社の株

主としての権利を行使する (民営化法第 61条)0

(3)関係する国会決議

○ 郵政民営化法案等に対する附帯決議 (平舜17年 10月 14日 参議院郵政民営化に関する特別

委員会)抜粋

-､国民の貴重な財産であり､国民共有の生括インフラ､セーフティネットである郵便局ネット

ワークが維持されるとともに､郵便局において郵便の他､貯金､保険のサービスが確実に提供

されるよう､関係法令の適切かつ確実な運用を図り､現行水準が維持され､万が一にも国民の

利便に支障が生じないよう､万全を期すること｡

簡易郵便局についても郵便局ネットワークの重要な一翼を構成するものであり､同様の考え

方の下で万全の対応をすること｡ I
五､民営化後の各会社については､ロゴマークの統一､活発な人事交流等により､郵政グループ

としての一体感の醸成を図り､職員のモラールの維持 ･向上に万全を期することO特にロゴマ

ークについては､国営､公社の時代を通じて長年国民に親しまれてきた貴重な財産であり､引

き続き使用すること.
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○ 国民の利便向上を図るための郵政事業の推進に関する決議 (平成 19年 11月 2'2日 参議院給

務委員会)･抜粋

四､添合等遵守の徹底､内部管理態勢の充実が図られ､国民の信頼確保に引き瞬き努めるよう､

適切な指導に努めることo

O 国民の嘩利を保障し利便向上を図るための郵政事業の推進に関する件 (平成 19年 11月 29J日

衆議院総務委員会)抜粋

-､日本郵政公社の平成十八年度決算においては､黒字を確保したが､田本郵政グループ各社に

おいても､国民､利用者に対し適切にサービスを提供できるよう､安定的な経営を確保するこ

とO

二､国民の貴重な財産であり､国民共有の生清のインフラ､セーフティーネットである郵便局ネ

ットワークが維持されるとともに､金融排除が発生することなく､郵便局において郵便のほか､

貯金､保険のサービスが確実に提供されるよう､関係法令の適切かつ確実な運用を図り､現行

水準が維持され､万が一にも国民の利便に支障が生じたり､地方間格差を拡大したりすること

のないよう､万全を期すこと｡その際､いわゆる ｢ひまわりサービス｣等についても前向きに

対応することC各種料金について周知説明を尽くすとともに､各種料金について国民利用者の

急激な負担増とならないよう一層の努力をすることD簡易郵便局についても郵便局ネットワー

クの重要な一翼を構成するものであり､同様の考え方で対応をすること.

五､国民に対し､適切なサービスを提供できるよう､日本郵政グループ各社のコ̀ンブライアンス

を徹底し､特別送達､内容証明郵便等､公的なサービスが適正かつ確実に実施されるよう､体

制を構築すること0

3 進捗状況

(1)民営化までの経緯

平成 18年 1月 25日､基本計画が民営化推進本部で決定され､これに従い日本郵政は､実施計画

の骨格を作成し､同年 7月 31日に内閣給理大臣及び給務大臣に提出した｡

同年 8月 31日､民営化委員会は､実施計画の骨格に対して､グループ経営における経済合理性

と投資家の信認を確保すること等の留意事項を内容とする所見を取りまとめたo同年9月 1日､民

営化推進本部は､実施計画の具体化に当たり､内閣総理大臣及び総務大臣が日本郵政に対し､実施

計画の骨格に対する民営化委員会の所見に十分留意する旨の指示を行 うこととしたo

平成 19年4月 27日､日本郵政は､内閣総理大臣及び総務大臣に対し実施計画について認可の申

請を行った｡同年 6月 8日､民営化委員会は､実施計画は基本計画に適合 していること等を内容と

する意見を提出した｡実施計画は､同年 9月 10日に内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた｡

(2)日本郵政グループの経営方針等

日本郵政が作成 した実施計画は､日本郵政グループの経営方針及びグループ経営管理並びに承継

会社各社の事業戦略を示している｡以下はその要旨である｡

(》 日本郵政グループの経営方針

ア 顧客の要望を最大限に生かした商品 ･サービスを全国ネットワークで提供

イ 各社が自立した企業経営を行 うための体制を確立し､コンプライアンスを徹底
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ウ 適切な情報開示等により経営の透明性を実現

工 金融二社の株式の早期上場 ･処分の実施及び日本郵政の同時期の上場も準備

オ 地域住民をはじめとする関係者と互いに協力

② 日声郵政によるグループ経営管理

ア 経営戦略の遂行と内部管理態勢実現の両面における各社-の支援 ･指導を実施

イ 経営の重要事項に関するグループ基本方針に基づくグループ全体に重大な影響を与える事

項や経営の透明性の確保に必要な事項につき､個別に承認又は報告を徴求

ウ 中期経営計画に基づき重要な経営課題-取り組むことによりグルニープ経営戦略を着実に遂

行

エ グループ各社の年度事業計画と中期経営計画を連動させ管理套計に基づく月次管理による

適切な収益管理を実施

③ 事業計画

ア 平成 19事業年度事業計画

日本郵政は､平成 19年4月1日から同年9月30日までの間は､実施計画の作成及び認可 申

請等民営化の準備に必要な行為を行い､同年 10月1日から平成 20年3月 31日までの間は､

事業会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保､事業会社の業務支援､病院の運営並び

に宿泊施設の運営を行うこととし､平成 19年3月 30日に総務大臣の認可を受けた (民営化以

後の事業経営の内容等の確定に伴い同年9月 10日変更認可)｡

イ 平成 20事業年度事業計画

日本郵政は､前事業年度に引き続き､事業会社の運営の基本方針の実施の確保等､事業会社

の業務支援､病院の経営並びに宿泊施設の運営を行うこととし､平成 20年 3月 31日に総務大

臣の認可を受けた (旧郵便貯金周知宣伝施設に係る定期建物賃貸借契約の締結に伴い同年9月

30日変更認可｡簡保施設については､平成 20事業年度中の譲渡が行われなくなったことに伴

(3)具体的な取組

日本郵政は､､グループ全体のコーポレー ト.ガバナンス態勢を強化するため､会社形態を業務の

監督と執行とを分離した委員会設置会社としている｡

これにより､9名の取締役 (うち7名が社外取締役)から構成される取締役会及び取締役会の下

に社外取締役が過半数を占める指名委員会､監査委員会及び報酬委員会を設置し､経営の監督機能

を担っている｡

代奉執行役社長は､取締役会による適切な監督のもとで業務執行に関する意思決定を行 う｡また､

代表執行役社長の意思決定を補佐する諮問機関として執行役で構成する経営会議を設置し､業務の

執行に関する重要な事項について協議 ･報告している｡

このほか､経営会議の諮問機関としてコンプライアンス委員会､csR委員会の2つの専門委員

会を設置し､専門的な事項につき審議を行い､その結果を経営会議に付議 ･報告することにより､

経営全体としての課題解決に取り組んでいる.
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<日本郵政グループコーポレー ト.ガバナンス態勢>

■

[二璽 璽至コ
l

取締役会

-竺 迂聖 二_三雲更]
l

Et査委員会 圏

事務局 :_経営会議≡:i/｢

厩 .… …lコンプライアンス委員会 l】 csR委員会 l

グループ経 管理契約

■グループ各種基本方針l

垣 幸 i 二 幸 幸幸 ≒ i 幸 幸 重 奏 ≒i 幸 幸!

′

(資料)日本郵政資料から作成

日本郵政は､事業会社各社の全議決権を保有することから､各社を適正に統制するため以下のよ

うな取組を行っている｡

(D 経営方針に基づく取組

コーポレー ト･ガバナンス態勢の整備として､業務の健全性 ･適切性を確保するための態勢の

整備に係る ｢日本郵政株式会社内部統制システムの構築に係る基本方針｣を定めるとともに､内

部監査､リスク管理､コンプライアンス､情報セキュリティ等の内部統制について､日本郵政が

グループの基本方針を示し､各社の態勢の整備を求めたO

例えばリスク管理については､事業会社各社が行うリスク管理に関する事項について､報告 ･

協議を通じて各社のリスク管理を実施するフレームワークを整備し､グループにおけるリスクの

把握を的確に行 う態勢を構築した｡日本郵政は､事業会社各社のリスク管理の状況を定期的に経

営会議に報告し､グループリスク管理の方針やグループリスク管理態勢等を協議することとして

いる｡

.<日本郵政グループリスク管理態勢>

(資料)第47回郵政民営化委員会配布資料
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また､コンプライアンスについては､日本郵政の定めた ｢日本郵政グループコンプライアンス

基本方針｣に基づき､事業会社各社は具体的な推進計画である ｢コンプライアンス･プログラム｣

を策定して重点課題に取り組むとともに､違反事案に対して牲厳正に対処し､再発防止の徹底に

努めている0日本郵政は､グループコンプライアンス基本方針に基づき､コンプライアンス委員

会で事業会社各社のコンプライアンス推進状況を評価の上､必要な指導 ･支援を実施し､取締役

会に報告することとしている｡

<日本郵政グループコンプライアンス態勢>

(資料)第47回郵政民営化委員会配布資料

情報開示については､平成 20年7月に日本郵政グループのディスクロージャー誌を公表し､

承継会社各社の財務､事業の概要等を示した｡さらに､平成 21年 1月､平成 21年3月期中間期

の同グループのディスクロージャー誌を公表した｡

② グルー プ経営管理に基づ く取組

日本郵政は､事業会社各社とグループ経営管理契約を締結し､経営の重要事項に関してグルー

プ基本方針を定めて各社にその遵守を求め､グループ経営管理を行っている｡

グループ全体の中期経営計画については､現在検討中である0

なお､グループとしての一体感の醸成を図るため､国営､公社時代を通じて永年使用されてき

た ｢〒Jマークについては､民営化後も ｢変わらないもの ･残すべ考もの｣の象徴として､郵便

局のサイン､郵便ポス トその他ユニバーサルサービスの象徴的な意味合いを持つものに使用する

こととした｡

このほか､日本郵政グループの統一マークとして rJP 日本郵政クルーープ｣マークを策定し､こ

れを用いて各社のロゴマークを策定した｡

4 関連する意見

(1)民営化委員による地方視察で出された意見

民営化委員会は､平成 20年4月8日に徳島県 (名西郡神山町及び徳島市)に出張し､神山郵便
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局及び徳島中央郵便局の視察並びに地域の利用者からのヒアリングを行ったが､日本郵政グループ

の経営状況及びサービスの維持 ･向上に関t<ては､主に以下のような意見があったC

① 民営化 に対する評価に関する意見

■○ 利用者の意見

･ 民営化の前後で違いは感じない｡

･ 民営化には賛成だが､まだ民営化後半年であり､良くなったのか判断は難しい.

･ 民営化後､郵便局は商売気が出て応対が上手になったと言う人が多い｡全体としてかなり

努力 した跡が見える｡

･ 分社化により将来的にグループ各社が個々に利潤追求をすることになり､これまでのよう

に各社間で手伝い合いカ亨できるのかとの懸念がある｡

･ 顧客が目の前にいるのに会社が違うということで取扱いをしてくれず､時間がかかった､

不親切だ､というrとらえ方をされることがある｡

･ 顧客に必要以上の手続を求めている感がある｡

② 今後の課題に関す る意見

○ 利用者の意見

･ 民営化された以幸､利用者が声を上げなければ良いサービスはできない｡手を上げられな

い高齢の方等の声を取り入れる仕掛けも必要｡

(2)インタ ビューによる意見

民営化委員会は､平成 20年8月から同年 11月までの期間において､郵政民営化の進捗状況につ

いての総合的な見直しに際し､様々な角度からの評価を踏まえるため､オピニオンリーダーに対す

るインタビューを実施したが､このうち､日本郵政グループの経営状況及びサービスの維持 ･向上

に関しては､主に以下のような意見があった｡

(か 自主性 ･創造性 .効率性等に関する意見

ア 現時点での評イ掛ま尚早とする意見

･ 民営化後､まだ1年を経過したばかりであり､民営化によって種々の制約がなくなり､自

主性等は向上したであろうし ｢民営化の匂い｣を感じさせるものも散見されるが､現在はそ

れらの実効性を検証することができるタイミングではない｡

･ 民営化の結果が良いか､悪いかはまだ判断できない｡一般論としては､民営化はよいと思

うが､郵政民営化は小泉改革の過程で象徴的なテーマとして判断されたものであり､高齢者

や地方の利便等を考慮すると､経済的な評価だけで判断するのは難しい｡

･ 郵政民営化は始まったばかりであり､民営化による効果について評価するには時期尚早｡

イ 民営化は順調に進んでいるとする意見

･ 民営化に基づく分社化により意思決定のスピー ドアップ及び権限委譲が進められており､

自主性､効率性が高まっていると考える｡民営化後､他社との協働も含めた新規業務を開始し

ており､創造性が高まっているoこの点も民営化による部分が大きいものと考えられる.

･ 創造性については､民営化後､宅配事業や物流事業､金融機関とのネットワーク拡大､金

融商品等の開発が行われており､従来民間で行われているのと同レベルだと思うが､公社時

と比べては向上したと思う｡

ウ 経営上の問題を懸念する意見
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･ 郵政事業における郵便局ネットワークは ｢大動脈｣とも言うべきものであり､これを郵便

事業会社､ゆうちょ銀行､かんぼ生命保険という ｢肉体｣と切り離して進められている現在

の民営化では､合理的で一貫した意思決定や経営行動が可能なのか疑問である｡

･ 今後､金融二社の株式を完全に処分し､日本郵政グループから切り離す予定になっている

が､金融二社が郵便局から撤退してしまうと､郵便局の経営が成り立つのかどうか難しい問

題だ｡今は民営化後 1年しか経っていないので何とも言えないが､今後3年毎に見直す中で

事態の推移を見極めつつ慎重に議論する必要があるO

･ 郵政民営化を機に､民間企業たる日本郵政グループとして具体的に何を目指していこうと

しているのかが明瞭でなく､力強いメッセージが伝わってこない｡我々外部の人間だけでな

く､当事者自身が分かっていないのではないか｡

エ その他

･ 経営理念が掲げられたことにより､経営の自主性､業務の効率性､コンプライアンスの徹

底に向けたメッセージが発信できている｡

② 国民の利便の向上に関する意見

ア サービスiこ関する不満等の意見

･ 民営化して目に見えて良くなったものは無いように思われる｡郵便局が四分割され､各会

社間の連携が取れていないのではないかとの利用者の不満もある｡また､公社時代のサービ

スが廃止されたり､簡易郵便局の一時閉鎖局が増えたり､逆に利便性が低下しているのでは

ないか｡

イ 変化が感じられないとする意見

･ 利用者の立場から見れば､民営化前後でサービスはほとんど変わっていないとの印象｡

･ 民営化後も､従来のサービス内容をほぼ継続してお-り､利用者から見て大幅なサービス向

上は未だ実感できない｡

･ 民営化前後で明示的に変化を感じるところは無い｡多くの人はく民営化後もそれまでの郵

便局と変わって欲しくないと考えているのではないか｡

ウ サービスが維持 ･向上されているとする意見

･ 新しいサービスを始めるなどサービス向上に努力していると思われるO

エ 今後希望するサービス等 ′

･ 郵便局は利潤を追求しながらも､あくまでも地域密着型の企業であってもらいたい.

･ 郵便局は地域密着がその強み｡これを今後も生かしてもらいたい｡

･ 郵便局に求められているのは､新規サービスというよりも既存のサービス､商品を確実に

提供し､利便性を低下させることのないようにすることである0

･ 世の中変わっていかないといけないので､元に戻すというのは無理だが､四会社は利潤を

追求するだけではなく､もっと密なる連携ができるようにして欲しい｡たらい回しではなく､

どこの部署の誰でも同じように相談できて､客のニーズに合わせた対応ができるようにシス

テム化して欲しい｡

⑨ 適正な競争の促進に関する意見

･ 現在のところ､巨大な日本郵政グループによる民業圧迫という状況は見られず､むしろ民

営化前後において､民間の運輸会社等によるサービス向上 ･利用促進等の営業が活発化され
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た｡ある程度の自由競争の促進に繋がっていると思う｡

･ 日本郵政グループの動きに刺激され､宅配業 ･銀行業等の競合各社で新規事業や業務提携

が進み､業界全体に良い影響と緊張感を与え始めていると思われる｡

･ 日本郵政グループと他の民間企業との間のイコールフッティングを図りつつ､自由競争に

進むことが望ましい｡

･ まだ実質的に競合するサービスは提供されていない｡実際の業務範囲が拡大された時点の

変化を見なければ判断できない｡

(3) ｢郵政民営化に関する意見募集｣で寄せ られた意見

民営化委員会は､平成 20年 11月 10日から同年 12月 10日までの期間において､広く国民に対

し｢郵政民営化に関する意見募集｣を行ったが､日本郵政グループの経営状況及びサービス?維持 ･

向上に関しては､主に以下のような意見があったO

郵政グループサイ ドの観点から､

･ 民営･分社化に伴い､各社間の利益配分が大きな関心事O特に郵便局会社は､郵便事業会社及び

金融二社からの手数料が収益源であるため､手数料配分が他社と利害反する状況｡郵便局会社

にとっては､経営基盤が脆弱な要因となり､平成 20年3月期決算も最終利益46億円と150億円

の計画比7割減となる｡

･ 年賀状に代表されるように､同じ商品をグループ各社で販売し合い､顧客を奪い合 う現象が

発生O

･ ゆうちょ銀行､かんぼ生命保険の上場を意識し､その金融代理店である郵便局会社は､｢事務､

システム､情報などのオベレーシ占ン｣がコンプライアンスとして強く求められている.

しかし､2- 5人程度の少人数局が多い郵便局会社の郵便局店舗に求められるハー ドルとし

ては高く､実情と帝離しているのではないか｡

･ 民営･分社化に伴い､システムは使いづらくなり､事務手続は複雑化し､晶質管理上は､反って

後退しているのではないか｡

いずれの観点からも､民営･分社化に伴 うメリット デメリットを見た場合､マイナス面が多いと

いうのが現状の評価である｡

(47 関係業界の意見等

民営化委員会は､第47回 (平成20年 11月6日)から第49回(同月26日)までの委員会において､

関係業界団体等からヒアリングを実施したが､日本郵政グループの経営状況及びサービスの維持 ･

向上に関しては､意見は特になかった｡

(5】 その他郵政民営化に関する各種調査

その他､郵政民営化に関して各種調査が実施されている｡

① 郵便局等の顧客満足度調査 (平成 20年8月 日本郵政株式会社)(調査結果 (抄))

○ あなたは､郵便局等の店舗や窓口対応について､民営化する前と比べて全体的に良くなった

と思いますか｡悪くなったと思いますか｡ (択一)

非常に良くなった (1.9%)/良くなった (12.0%)/やや良くなった (25.2%)/

どちらともいえない ･変わらない (53.3%)/

やや悪くなった (4.9%)/悪くなった(2.2%)/非常に悪くなった(0.6%)
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② ｢民営化後の郵便局の実態 郵便局長へのアンケー ト｣(平成 20年4月 全国郵便局

長会)(調査結果 (抄))

○ お客さまが民営化後の郵便局のサービスをどのようにとらえていると思いますか｡ (択一)

悪くなった (73.8%)/あまり変わらない (14.66/.)/以前と変わらない (7.4%)

○ 郵政民営化後､お客さまから寄せられる苦情や不満はどういう内容ですか｡ (複数回答)

求められる証明体人確認等)や書類等が煩雑 (92.2%)/待ち時間が長くなった(83.3%)/

③ ｢民営化半年後の "郵便局''に関する生活者意識調査｣(平成 20年 5月 郵便局フア

ンの会)(調査結果 (抄))

○ 最近の郵便局についての評価をお聞かせ下さい (社員の仕事ぶり)｡ (択一)

良くなった (22.9%)/変わらない (70.9%)/悪くなった (6.2%)/

④ ｢市区町村 と郵便局の連携に関するアンケー ト調査｣(平成 20年9月 JP総合研究

所 ･全国郵便局長会)(調査結果 (抄))

○ 民営 ･分社化後の郵便局サービスの満足度について(択一)

･窓口業務 (貯金 ･送金 ･保険等)

良くなった(2.6%)/どちらかといえば良くなった(15.0%)

どちらかといえば悪くなった(14.6%)/悪くなった(4.1%)

･郵便業務 (引受 ･配達 ･集荷等)

良くなった(2.6%)/どちらかといえば良くなった(13.7%)

どちらかといえば悪くなった(29.7%)/悪くなった(8.5%)

･自治体との協力 ･連携関係

良くなった(1.2%)/どちらかといえば良くなった(7.5%)

どちらかといえば悪くなった(15.8%)/悪くなった(3.7%)

LX-

/変わらない(62,7%)

/無回答 (1二1%)

/変わらない(45.2%)

/無回答 (0.3%)

/変わらない (71.2%)

/無回答 (0.6%)



5 成果に対する評価~J

M 主な指標の状況

<承継会社各社の決算概要> (単位 :億円)

l l営業 義l営業利益 J経 常 収 益1.9_4.868l蓮 常 弄り益: 4i225l当 期 寿屯弄u益∴2.224l弄屯資 産 合 書十

承 岸盤亨汁画 - - 5..080 -
事 業 召十画 - - - -

20年. - 100/979 :4,/ ,_2‥772
承 弄陸曹汁画 - - 5. 0 2.150 79.390
‡ 巣 青汁画 . - - - -

- - 3.550 I, 0 1,430
事 業 召汁画 3.207 1.040 - 1, 8 1.12-9-

rJ329 343 1..371 8 ~425 .8().:66
承継計画 - - I.410 0 130 79.390
事 業 %+画 - - 1.407 127 27

承轟迷計画 18.880 280 - 570 340g-419-事業計画 18,881 393 - ･707
~Lo年 1 7 - i_.1､37 2.94

- 承系迷亨十画 L Ilo.460 680 - 0 490 2.00
- 事 業計画 10.621 868 - I. 0 2 -

T郵 便 ノ司会 社 】 .6.351 ･292 - 0 209 .2;244
永 存陸曹十画 13,230 590 - 0 500 -
事業f+画 12:768 287 - 379 315 -

成20年乙3J∃ 決 6;158 1.7,517 - 185 :'2.,046

二幸:巣酎一画 - 6.55 I8 - 241 21 -
21年3月期中 - - ー280 ..2.520

承利生計画 L - - 24.480 0 -
事 業 官十画 - - - - -

兼寿匪酎一画 - - 12.920 2, 30076,670
:辛:業 計 画 - - - - -

平成21.辛.月期中間決算 - - .73,.lらl I. 7 .10-.010

(資料)各社決算､承継計画､事業計画から作成

(注)ゆうちょ銀行及びかんぼ生命保険については､法令に基づく事業計画はない｡

<日本郵政グループ各社の役員の兼職状況>

○ 日本郵政とグループ各社 との兼職状況

日本郵政 郵便局会社 .郵便事業会社 ゆうちよ銀行 かんぽ生命保険

取締役兼代表執行役社長 西川 善文 取締役 取締役 取締役.

取締痩兼代表執行 .役副社長 ･高木.祥吉 取締役兼代表執行役社長

代表執行役副社長 囲 .宏明 代表取締役社長

執行役副社長 寺阪 元之 代表取締役社長

執行役副社長 山下 泉 取締役弟代表執行役社長

専務執行役 横山 邦男 取締琴

軍務執行役 米揮 友宏 執行役副社長 1

常務執行役 伊東 敏朗 常務執行役員

1執行琴 治水 弘之 .執行役員 -
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○グループ各社間の兼職状況

郵便局会社 / 郵便事業会社 ゆうちよ銀行 かんぽ生命仮険

常務執行役員 岩崎 明 / 常務執行役

(資料)いずれも日本郵政グループディスクロージャー誌 (2008)､日本郵政発表資料から作成

<全国の郵便局数>

H16年度末 H17年度末 H18年度末 -民営化時(rI19.10.1) ■H1.9年度末 H20年9月未 H21-年1-月末

直̀営郵便局 20,231 20,221 20,218 20,241 20,243 20,246 20,246

簡易郵便局 14,447 4,410 4,356 4,299 如 97 ･.4,295 4,293

うち一時閉鎖局. 162 222 307 4､17 438 417 995(※)

※ 緊急対策として､渉外社員出張サービス (142箇所)､移動郵便局の巡回 (2箇所)を実施｡

(資料)公社ディスクロージャー誌(2005､2006､2007)､郵便局会社資料から作成

<承継会社各社間における人事交流の実績>

人事交流全体

うち 出向

転籍

延べ約 1,740人

延べ約 1,100人

延べ約 640人

※平成19年10月1日から平成20年10月1日の間の実績

(資料)日本郵政資料

(2)成果に対する評価

日本郵政グループは､平成 19年 10月 1日､公社の有していた窓口ネットワーク､郵便､.郵便貯

金及び簡易保険という4つの機能の専門性を高め､潜在力を十分発揮 させるために､公社を民営 ･

分社化 し､純粋持株会社である日本郵政の下､4つの事業会社等から構成 される企業グループとし

て設立されたQ 日本郵政の収益の大部分は､事業会社からの配当金や手数料､受託業務収益等であ

る｡このため､日本郵政の経営状況は､事業会社各社が如何に費用の削減を図るかと共に､民間企

業 らしい創意工夫を行 うことでメニューを多様化 し､収益増強を図っていくかに依存する. したが

って､日本郵政は､日本郵政グループの純粋持株会社 としてグループ全体の経営戦略を策定 し､共

通の経営資源 (郵便局ネットワーク等)を有効に活用することで､事業会社が専門性を高めつつ､

グループとしての強い一体性を維持 し､グループ全体の価値を高めるよう努める必要がある｡これ

により､持株会社である日本郵政は事業会社から十分なキャブシュフローを受領することが担保 さ

れる｡.

① 健全経営の確立 ･経営体 質の強化

ア 日本郵政グループの経営状況

日本郵政グループの平成 20年 3月期決算については連結当期純利益は 2,772億円で承継計

画における見通 しの 2,150億円を上回り､また平成 21年 3月期中間決算については連結中間

純利益は 2,224億円で､承継計画の 5,080億円の過半には達しないが､平成 20年 3月期決算

時の業績予想額 4,400億 円の過半となっている｡ しかしながら､民間企業グループとして平成

19年 10月に発足 した日本郵政グループの経営状況を検証するためには､少なくとも､最初の
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年度決算である平成 21年3月期決算について見ていく必要があるa

また､日本郵政単体の経営状況を見ると､平成 20年3月期洗算については承継計画を上回

る純利益を計上し､平成 21年3月期については 1,120億円の当期純利益を見込んでいるとこ

ろ､同中間決算では780億円の中間純利益を計上している｡

イ グループの一体性

日本郵政グループは､そもそも公社の民営 ･分社化により設立されたことから､M&A等に

よって形成された企業グループに比べ､グループの一体感は非常に強い｡しかしながら､分社

化後､事業会社間の連携の悪さが､日本郵政グループの一体的な商品 ･サービスの提供を阻害

し､国民利便の低下が生じているとの指摘も見受けられる｡ここでは､グループの一体性の観

点から､a 共通の経営資滞､b 資本関係 .人的関係､C グループ全体の経営戦略､につ

いて見ていく｡

a 共通の経営資源

日本郵政グループの最大の経営資渡は､郵便局ネットワークである｡日本郵政グループ各

社の商品 .サービスは郵便局ネットワークを通して提供されている｡とのため､郵便局会社

と郵便事業会社及び金融二社との連携がグループ全体の価値最大化にとって非常に大きな

ポイントである｡

民営化に伴い郵便､貯金､保険の窓口サービスは､原則として､郵便局会社が郵便事業会

社及び金融二社からの委託を受けて行うこととされた｡民営化後の状況についそ､窓口職員

の接遇態度を好感する声が聞かれる一方で､郵便局において各種サービスが一元的に対応し

てもらえなくなったとの指摘がなされている｡そのため､郵便局会社と委託元会社は相互連

携の強化に取り組んでいるところであるが､改善が見られるもの､根本的な解決が依然兄い

だせないものなど､その成果にはばらつきがある (相互連携の具体的内容については ｢Ⅰ-
7 郵便局における一元的対応｣を参照)｡

なお､日本郵政グループは､｢安心感｣と ｢信頼感｣をグループのイメージ資産と捉え､

これを表現すべく､スローガン rあたらしいふつうをつく卑｣及びグループブランドマーク

を新しく作成するとともに､ポス ト等に掲げられた ｢〒｣マークについてはユニバーサルサ

ービスの象徴的な意味合いを持つものとして民営化後も引き続き使用しており､グループと

しての一体感の醸成を図っている｡

b 資本関係 ･人的関係

日本郵政は事業会社各社の議決権を 100%保有するとともに､日本郵政取締役兼代表執行

役が郵便局会社､郵便事業会社､ゆうちょ銀行の取締役となっているほか､日本郵政と事業 で

会社各社間又は事業会社各社間の役員の兼職が行われ､また､職員についても銀行法の適用

下における金融業務の適正な遂行及び習熟度の向上等のため延べ 1,740人の人事交流が行わ

れた (人事交流については ｢Ⅱ-1 職員が安心して働ける環境づくり｣で詳述)｡これら

により､資本関係及び人的関係による支配 ･連携関係が構築されている｡

C ′グループ全体の経営戦略

日本郵政は､実施計画の中で日本郵政グループとしての経営理念､経営方針､ガバナンス

について明示した｡民営化後は､上場に向け､具体的な事業及び経営の将来展望を示すこと

が不可欠であり､このため､中期経営計画の策定が急務である｡しかしながら､平成 20年

10月以降の金融情勢の変化､それに伴 う実体経済の急速な悪化を受け､見直しが必要との判
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断により､中期経営計画の発表は延期された｡

金融二社に対し､日本郵政及び郵便局会社は収益の多くを依存しているD金融二社及び日

本郵政の株式処分に先立ち､投資家の信認を確保するためにも､中期経営計画や株式上場に

より調達した資金の使途等に関するエクイティ･ス トーリーを明らかにする必要がある｡

(参 内部管理態勢

適正な業務遂行と利用者利便を確保するため､民営化委員会はかねてから承継会社各社に対し

てコンプライアンス態勢を整備するように所見又は意見を述べてきた｡

これを踏まえて､日本郵政はグループ全体のコーポレー ト･ガバナンス態勢を強化するため､

会社形態を業務の執行と監督とを分離した委員会設置会社としたCそのうえで､グループ経営管

理に必要な契約を事業会社各社と締結し､内部統制等に必要な基本方針を策定し､報告を求めて

適切な運営が行われているのかモニタリングをしており､法令等遵守の徹底や内部管理態勢の充

実に係る取組が進められているo

しかし､民営化後も郵便認証司の資格を有さない者による不適格な認証､郵便物等を搭載した

コンテナの長期間にわたる放置､公務員の共済年金の支給に係る入金障害､かんぼ生命保険によ

る特約還付金の支払不足等､日本郵政グループに対する信頼を損ねるような事故等が生じている｡

日本郵政は､このような事故の再発を防止し､各社の業務が適正に遂行される去うに､内部管

理態勢を有効に機能させるため的確に指導 .支援を実施する必要があるoまた､日本郵政は､監

督機能を大幅に強化すべく､会社形態を業務の執行と監督とを区分した委員会設置会社としてい

ることから､取締役会内の委員会を更に有効に機能させることも重妻であろう0

6 今後の課溝 と取組の方向性

郵政民営化を考えるに当た?ては､我が国のガバナンス ･ス トラクチャー全般の変革の一環として

捉えていく必要がある｡今後､日本郵政及び金融二社の株式公開 ･上場が予定されているが､日本郵

政グループは株式上場を通じて､適正に開示された会社情報が潜在的な株主である国民の目線に晒さ

れることにより､経営の透明性 ･健全性を高め市場規律を貫徹していく必要がある｡

しかし､現状において､日本郵政は､収益の大部分を事業会社からの配当金や手数料､受託業務収

益等に依存する｡さらに､子会社である郵便局会社の大部分の収益が金融二社からの手数料からなっ

ている｡このため､今後､日本郵政及び金融二転の株式上場が予定される中､日本郵政グループの将

来に対する不安が投資家､利用者のみならず日本郵政グループ職員から生じる恐れがある｡

したがって､できるだけ早く不安を払拭し､信課を確保すべく､日本郵政グループ全体の中長期的

な事業戦痕や､金融二社の株式上場により調達した資金をいかに中長期的なグループの成長に結びつ

けていくかといったエクイティ･ストーリーを提示する必要がある0時に､郵便局会社に関しては､

移行期間を超えて金融二社の代理業務を提供し続けることが不可欠であることから､金融二社の業務

委託手数料がアームズ ･レングス ･ルールに則った､いわば競争力の奉る手数料で維持していける経

営体質にしていかなければならないOこうした観点から､中期経営計画では､今後の郵便局会社の運

営の在り方全般について国民に分かりやすく提示していくことが重要である｡

さらに､病院経営や宿泊施設の運営 ･譲渡等も含め､日本郵政グループは､郵便 ･貯金 ･保険サー

ビスだけでなく公社から引き継いだその他の事業､資産についても､効率的な活用や適切な譲渡等に

よって､利用者利便の向上､各社の収益増強に貢献するよう努めるべきである｡このため､手続の公

正性 ･透明性にも十分配慮する必要がある｡
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Ⅰ 国民の利便向上及び経済の活性化に向けた取組

Ⅰ-2 郵便事業会社の経営状況及びサービスの維持 ･向上

1 関係法律

○ 郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)

(新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)

第八条 承継会社の業務については､同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するため.に必要な制限を加

えるとと.もにこ移行期間中に､郵政民営化に関する状況に応じ､これを緩和するものとする｡

(業務の特例)

第二十九条 公社は､日本郵政公社法 (平成十四年法律第九十七号｡以下 ｢公社法｣としヽう｡)第十九条第一項及び

第二項並びに日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等

に関する法律 (平成十六年法律第百六十五号)第三条に規定する業準のほか､これらの業務の遂行に支障のない範

囲内で､国際貨物運送 (本邦と外国との間において行う貨物の運送をいう｡以下この章において同じD)に関する

事業を行うことを主たる目的とする公社子会社の委託を受けて､次に掲げる業務を行うことができる｡

一 国際貨物運送に関する事業に係る国内貨物運送 (本邦内の各地間において行う貨物の運送をいう｡)

二 国際貨物運送に関する事業に附帯する業務

2 公社は､前項に規定する業務を行おうとするときは､総務大臣の認可を受けなければならない.

3 第一項の ｢公社子会社｣とは､公社がその絵株主等の議決権 (総株主､総社員又は総出資者の議決権 (株式会社に

あっては､株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につい

ての議決権を除き､会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものと

一みなされる株式についての議決権を含む.第六十一条第一号を除き､以下同じ.)､をいうo以下この項において同じ｡)

の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう｡この場合において､公社及び一若しくはこ以上の公社子会社又は

-若しくは二以上の公社子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は､公社子会

社とみなす.

(出資の特例)

第三十条 公社は､公社法第二十一条の規定による出資のほか､総務大臣の認可を受けて､国際貨物運送に関する事

業を行うことを主たる目的とする会社に出資をすることができる｡

(日本郵政株式会社の意見の聴取)

第三十二条 総務大臣は､第二十九条第二項又は第三十条の認可の申請があったときは､日本郵政株式会社の意見を

聴かなければならない｡

(民営化委員会の意見の聴取等)

第三十三条 総務大臣は､第二十九条第二項若しくは第三十条の認可の申請があったとき､又は次条第一項の規定に

より付した条件を変更しようとするときは､民営化委員会の意見を聴かなければならない｡

2 総務大臣は､第三十五条第二項又は公社法第六十一条第一項の規定による命令をしたときは､速やかに､その旨

を民営化委員会に通知しなければならない｡

(認可の条件)

第三十四条 総務大臣は､第二十九条第二項又は第三十条の認可に条件を付し､及びこれを変更することができる.

2 前項の条件は､認可の趣旨に照らして､又は東可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のも甲でなけれ

ばならない｡

(同種の業務を営む事業者への配慮等)

第三十五条 第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合､第三十条の規定により公延の出資が行われ

る場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には､公社は､公社の当該業務又は当
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該出資に係る会社の業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に書することのないよう特に配慮しなければなら

ない｡

2 総務大臣は､前項に規定する場合において､公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務が､同種の業務を営

む事業者の利益を不当に害し､又は書するおそれがあると認めるときは､公社に対し､必要な措置をとるべきことを

命ずることができる｡

3 第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合又は第三十条の規定により公社の出資が行われる場合

には､公社は､総務省令で定めるところにより､事業年度ごとに､当該業務に関する収支の状況又は当該出資の状況

を公表しなければならない｡

(郵便事業株式会社法の特例)

第七十三条 郵便事業株式会社は､その成立の時において､郵便事業株式会社法第三条第一項又は第二項に規定する

業務に該当しない業務であって､郵便事業株式会社が営むものとして幕継計画において定められたものについて､

同条第三項の認可を受けたものとみなす｡

(民営化委員会の意見の聴取)

第七十六条 総務大臣は､郵便事業株式会社法第三条第三項の認可の申請があったときは､民営化委員会の意見を聴

かなければならない｡

(同種の業務を営む事業者への配慮)

第七十七条 郵便事業株式会社は､郵便事業株式会社法第三条第三項に規定する業務を営むに当たっては､郵便事業

株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることにかんがみ､当該業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に

害することのないよう特に配慮しなければならない｡

＼

○ 郵便事業株式会社法 (平成十七年法律第九十九号)

(会社の目的)

第一条 郵便事業株式会社 (以下 ｢会社｣という｡)は､郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むことを目的

とする株式会社とする｡

(業務の範囲)

第三条 会社は､その目的を達成するため､次に掲げる業務を営むものとする｡

一 郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務

二 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

2 会社は､前項に親定する業務を営むほか､その目的を達成するため､次に掲げる業務を営むことができる｡

- お年玉付郵便葉書等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便

葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行

二 前号に掲げる業務に附帯する業務

3 会社は､前二項に規定する業務のほか､前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で､総務大臣の認可を

受けて､前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる｡

○ 郵便窓口業務の委託等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百十三号)

(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

第三条 郵便事業株式会社は､契約により､郵便局株式会社の営業所において郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに

関する業務を行うこと (以下 ｢委託業務｣というC)を郵便局株式会社に委託しなければならない｡

2.-4 (略)
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2 背景 ･必要性等

日】背景 .必要性

公社は､郵便法 (昭和 22年法律第 165号)等の関係法令に基づき､郵便及び印紙の売りさばき

のサービスを全国一律に提供す,るとともに､高齢者-の在宅福祉サービスを支援する ｢ひまわりサ

ービス｣等を提供 してきた｡

平成 16年 9月 10日に閣議決定された ｢郵政民営化の基本方針｣においては､公社の4機能 (窓

口サービス､郵便､郵便貯金､簡易保険)について､民営化を通じてそれぞれの市場に吸収統合さ

れ､市場原理の下で自立させるため､それぞれ株式会社として独立させるとともに､こil/らの会社

を子会社とする純粋持株会社を設立することとされたCこのうち郵便事業の機能を承継する会社に

ノついては､従来の郵便事業に加え､広く国内外の物流事業-の進出を可能にするとともに､郵便窓

口業務を ｢窓口ネットワ∵ク会社｣に委託する等としたOその上で二引き続き郵便のユニバーサル

サービスの提供義務を課し､このため特殊会社として郵便事業会社が設立された｡

(2)法令等により予定された事項の概要

① 業務範囲

ア 民営化前の準備期間

公社は､民営化法第 29条等の規定により､平成 19年9月 30日までの準備期間において､

総務大臣の認可を受けて､国際貨物運送に関する事業を行うことを主たる目的とする会社に対

する出資等を行 うことができるo公社から当該出資等に係る認可申請があらたときには､総務一

大臣は､民営化法第 33条第 1項の規定により民営化委員会の意見を聴かなければならない｡

公社は､当該出資等が行われる場合には､当該出資等に係る業務と同種の業務を営む事業者の

利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない｡

イ 民営化後

郵便事業会社は､郵便事業株式会社法第3条第 1項及び第2項の規定により､郵便の業務､

印紙の売りさばきに関する業務等を営むものとされているほか､お年玉付郵便葉書等の発行に

関する業務を営むことができ名 (以下 ｢目的内業務｣という｡)a

また､郵便事業会社は､郵便事業株式会社陰第3条第3項の規定により､目的内業務の遂行

に支障のない範囲内で､総務大臣の認可を受けて､それ以外の業務 (以下 ｢目的外業務｣とい

う.)を営むことができる｡移行期間中に郵便事業会社から当該認可の申請があったときには､

総務大臣は､民営化法第 76条の規定により民営化委員会の意見を聴かなければならないC

ただし､国内の郵便小包 (現在のゆうパック ･ゆうメールに当たる｡)については､郵便の

範囲から外れたことから､郵便事業株式会社法第3粂第3項に規定する業務に該当するが､民

営化法第 73条の規定に基づき､郵便事業会社が営む業務として承継計画において定められる

ことにより､郵便事業株式会社法第3条第3項の認可を受けたものとみなされる｡

さらに､郵便事業会社は､民営化法第 77条の規定により､移行期間中に目的外業務を営む

に当たっては､郵便事業会社が公社の機能を引き継ぐものであることにかんがみ､当該業務と

･同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない｡

なお､郵便事業会社に対 しては､出資制限に関する規制は無い｡

② その他

郵便の業務については､郵便浜の規定により､郵便事業会社に対して引き続きユニバーサルサ

ービスの提供義務を課すとともに､特別送達又は内容証明の取扱いに係る認証事務を職務とする
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郵便認証司に関する制度を創設した｡

また､郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務については､郵便窓口業務の委託等に

関する法律第3条第1項の規定により､郵便事業会社は､郵便局会社に委託しなければならない｡

なお､民営化以降､郵便事業会社は､民営化法､郵便事業株式会社法､郵便牡等の規制のほか,,

原則として貨物運送関係法令等の一般の会社に課される規制が課される.

【3)関係する国会決議

○ 郵政民営化法案等に対する附帯決議 (平成 17年 10月 14日 参議院郵政民営化に関する特別

委員会)抜粋

-､国民の貴重な財産であり､国民共有の生活インフラ､セーフティネットである郵便局ネット

ワークが維持されるとともに､郵便局において郵便の他､貯金､保険のサービスが確実に提供

されるよう､関係法令の適切かつ確実な運用を図り､現行水準が維持され､万が一にも国民の

利便に支障が生じないよう､万全を期すること｡

簡易郵便局についても郵便局ネットワークの重要な一翼を構成するものであり､同様の考え

方の下で万全の対応をすること｡

十二､民営化後において,も良好な労使関係の維持に努めるとともに､万一､労働争議が発生した

場合にも特別送達等の公的サービスはしっかり担保されるよう､万全の体制を構築することb

O 国民の利便向上を図るための郵政事業の推進に関する決議 (平成 19年 11月 22日 参議院総

務委員会)抜粋

､二､郵便業務については､IT化の進展や競争の激化等により収益の減少傾向が続いている中､

健全な経営が確保され､経営体質の強化が図られるよう努めること｡また､ユニバーサルサー

ビスを堅持するとともに､サービスの一層の多様化を図ることにより､国民-の利益実現につ

ながるよう､適切な措置を講ずることb

四､法令等遵守の徹底､内部管理態勢の充実が図られ､国民の信頼確保に引き続き努めるよう､

適切な指導に努めることo

O 国民の権利を保障し利便向上を図るための郵政事業の推進に関する件 (平成 19年 11月 29日

衆議院総務委員会)抜粋

-､日本郵政公社の平成十八年度決算においては､黒字を確保したが､日本郵政グループ各社に

おいても､国民､利用者に対し適切にサービスを提供できるよう､安定的な経営を確保するこ

と｡

二､国民の貴重な財産であり､国民共有の生活のインフラ､セーフティーネッ.トである郵便局ネ

ットワークが維持されるとともに､金融排除が発生することなく､郵便局において郵便のほか､

貯金､保険のサービスが確実に提供されるよう､関係法令の適切かつ確実な運用を図り､現行

水準が維持され､万が一にも国民の利便に支障が生じたり､地方間格差を拡大したりすること

のないよう､万全を期すこと｡その際､いわゆる ｢ひまわりサービス｣等についても前向きに

対応すること｡各種料金について周知説明を尽くすとともに､各種料金について国民利用者の

急激な負担増とならないよう一層の努力をすることo簡易郵便局についても郵便局ネットワー

クの重要な一翼を構成するものであり､同様の考え方で対応をすること｡

五､国民に対し､適切なサービスを環供できるよう､日本郵政グループ各社のコンプライアンス

を徹底し､特別送達､内容証明郵便等､公的なサービスが適正かつ確実に実施されるよう､体
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制を構築することC

3 進捗状況

(1) 民営化までの経緯

･平成 18年 1月 25日､基本計画が民営化推進本部で決定され､これに従い日本郵政は､実施計画

の骨格を作成し､同年7月 31日に内閣経理大臣及び総務大臣に提出した｡

同年 8月 31日､民営化委員会は､実施計画の骨格に対して､承継会社のグループ経営において

経済合理性を確立すること等の留意事項を内容とする所見を取りまとめた｡同年 9月1日､民営化

推進本部は､実施計画の具体化に当たり､内閣総理大臣及び総務大臣が日本郵政に対し､実施計画

の骨格に対する民営化委員会の所見に十分留意する旨の指示を行うこととしたC

平成 19年4月 27日､日本郵政は､内閣総理大臣及び総務大臣に対し実施計画について認可の申

請を行った｡同年 6月8日､民営化委員会は､基本計画に適合していること､特に郵便事業会社に

ついて ｢例えば､きめ細かなサービス展開や物所コス トの削減など-の早急な取組が望まれる｣こ

と等とする意見を提出した｡実施計画は､同年9月 10日に内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受

けた｡

(2)事業戦略等

(か 事業戦略

日本郵政が作成 した実施計画においては､承継会社各社の事業戦略等が示されているが､郵便

事業会社の事業戦略の要旨は以下のとおりであるo

ア 顧客ニーズを的確に把達し必要な商品 ･サービスを迅速に開発 し経供

イ 郵便局窓口を通じた商品 ･サービスの提供の維持 ･向上等の営業体制の整備 ･強化及び採算

性 ･効率性の観点を重視した経営管理体制の構築

ウ 郵便事業に係る経営状況を構造的に転換するための経営体質の強化

工 国際エクスプレス事業等の新規成長分野-の進出

オ cSRの推進やCS活動の充実等による経営の信頼性 ･透明性の確保

(参 事業計画

ア 平成 19事業年度事業計画

郵便事業会社は､郵便の業務､印紙の売りさばき､お年玉付年賀葉書等の発行のほか､ゆう

パック ･ゆうメールに係る業務､ロジスティクス事業に係る業務､広告業務等を行うとした平

成 19事業年度事業計画を総務大臣に提出し､平成 19年 11月21日に総務大臣の認可を受けたo

イ 平成 20事業年度事業計画

郵便事業会社は､前年度に引き続き､郵便の業務､印紙の売りさばき､お年玉付年賀葉書等

の発行のほか､ゆうパック･ゆうメールに係る業務､′ロジスティクス事嚢に係る業務､広告業

務等を行 うとした平成 20事業年度事業計画を総務大臣に提出し､平成 20年3月 31日に総務

大臣の認可を受けた.その後､国際貨物運送に係る国際物流業務の実施等を内容とする当該事

業計画の変更謬可を総務大臣に申請し､同年 6月 30日に総務大臣の認可を受けた｡

(3)業務

① 業務の承継

平成 19年 10月p1日､郵便事業会社等承継会社が設立されたo民営化以前に､公社が営んでい
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た郵便の業務､印紙の売りさばきに関する業務等については､民営化法第 166条第1項の規定に

より､郵便事業会社が営むものとして承継計画において定められたところに従い､郵便事業会社

に承継され､継続されているo

承継された業務のうち､郵便事業会社の成立の時において､郵便事業株式会社法第3条第 1項

又は第2項に規定する業務に該当しない業務であって､郵便事業会社が営むものとして承継計園

において定められたもの (民営化以前に､公社及び子会社が営んでいた国内郵便小包業務や郵便

関連業務やロジスティクス業務等)については､民営化法第 73条の規定により､郵便事業株式

会社法第3条第3項ゐ認可を受けたものとみなされ､郵便事業会社の営む業務として継続 されて

いる｡

【承継計画に記載された業務】

ア 郵便法の規定により行 う郵便の業務 ′
イ 国の委託を受けて行 う印紙の売りさばき

ウ ア及びイに掲げる業務に附帯する業務

ェ お年玉付郵便葉書尊に関する絵律 (昭和24年法律第224号)第 1条第 1項に規定するお年玉

村郵便葉書等及び同法第5条第 1項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行並びにこれらに附

帯する業務

オ 国内貨物運送に関する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業に係る業務並びにこれら

に附帯する業務であって､宅配便及びメール便の業務に相当するもの

カ 国際貨物運送に関する貨物航空運送事業及び貨物航空運送代理店業に係る業務並びにこれ

らに附帯する業務であって､郵便事業会社がその株式を承継する株式会社ANA&∫Pエクス

プレスにおいて行 うもの

キ 他人の委託を受けて､輸送､保管､荷さばき､流通加工その他の貨物の流通に係る業務を一

体的に行う業務及び当該業務に係るコンサルティングに関する業務

ク 他人の委託を受けて､カタログ等を利用 して行う商品若 しくは権利の販売又は役務の提供に

-係る葵約の取次ぎ及び当該契約に係る代金回収を行う業務

ケ 地方公共団体又は社会福祉協議会との協定に基づき､ア又はオに掲げる業務と郵便事業会社

の外務員を括用して行 う当該業務に附帯する業務を組み合わせ､これらを一体として行 う高齢

者の福祉その他の社会福祉の増進に寄与する業務

コ 地方公共団体の委託を受け､郵便事業会社の外務員を活用して行 う地方公共団体の事務に係

る業務

サ 日本放送協会からの委託を受け､郵便事業会社の外務員を準用して行 う放送受信契約の締

結 ･変更 ･角綿勺及び受信料の集金に関する業務等

② 新規業務への進出 ゝ

ア 民営化前の準備期間中に公社が開始 した新規業務

公社は､平成 19年9月 30日までの準備期間中に､民営化法第 30条の規意に基づく総務大

臣の認可を受けて､全日本空輸㈱の子会社である国際貨物航空運送事業者に対し出資を行った｡

なお､当該出資に係る業務は､郵便事業会社が営むものとして承継計画に定められ､民営化以

降も業務を継続 している｡

【平成 18年4月 12日意見提出､同月 17日認可､同月出資】

【関連会社 :㈱ANA&JPエクスプレス】
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イ 民営化以降に郵便事業会社が開始した新規業務

郵便事業会社は､民営化以降､郵便事業株式会社法第3条第3項の規定に基づき､総務大臣

の認可を受けて､次の業務を開始した｡

･ 広告業務及びこれに附帯する業務

【平成 20年 1月23日意見提出､同年2月6日認可､同月業務開始】

【関連子会社 :㈱JPメディアダイレクト】

･ 貨物自動車運送事業､石油販売業､自動車分解整備事業及びこれらに附帯する業務

【平成 20年2月22日意見提出､同月29日認可､同年 3月業務開始】

【関連子会社 :日本郵便輸送㈱】

･ 国際貨物運送に関する貨物利用運送事業､貨物航空運送代理店業､貨物自動車運送事業､

通関業､倉庫業及びこれらに附帯する業務を組み合わせて､荷主に対して行う国際物流業務

【平成 20年6月 18日意見提出､同月30日認可､同年 7月業務開始】

【関連字会社 :JPサンキュウグローバルロジスティクス㈱】

⑨ 業務運行体制の確立

平成 20年9月 23日に新越谷支店から新大阪支店に向け送られた郵便物を搭載したコンテナ1

台 (郵便物 115,910通oうち､社会保険庁差出し ｢ねんきん特別便｣45,000通｡)がJR梅田駅

構内に残留していることが､同年 11月 27日に判明した｡郵便事業会社は､必要な善処策を講じ

る一方で､同年 12月 12日､総務省 ･国土交通省の求めに応えて､事実関係､原因分析､再発防

止策等について両省に報告したD郵便事業会社は､同年 12月 15日､総務大臣による郵便事業株

式会社法第 12条第2項の規定に基づく業務改善命令等を受け､万全な善処策を講じつつ､適正

な業務運行体制の確立等に取り組んでいる｡

(4)サービス水準

(》 サービス水準の維持

郵便事業会社は､郵便のサービスについて､民営化時点においては承継計画に従って､公社と

同等の水準で提供することとした｡このうち郵便局の窓口を通じて提供していたサービスについ

ては､引き続き郵便局の窓口において提供することとした｡

また､郵便事業会社は､公社が民営化前に再編した集配網を承継するとともに､当該再編に伴

う一部の時間外窓口の閉鎖等-の代替施策として公社が実施した､書留等の不在時に持戻りした

郵便物等の土日を含む毎日配達やゆうパック等の訪問集荷等のサービスも継続している｡

なお､郵便事業会社は､特殊取扱のうち配達記録の廃止､これに代わるサービスの導入等を内

容とする内国郵便約款変更認可申請を､平成 20年9月24日付けで給務大臣に提出し､情報通信 ･

郵政行政審議会の審議を経て､同年 12月5日総務大臣の認可を受けた｡

② サービス水準の向上

郵便事業会社は､民営化前から提供していた､引越の際に旧住所あての郵便物等を 1年間､新

住所に無料で転送するサービスについて､書面による申込みに加えて､平成 20年8月からイン

ターネットを用いた申込みを導入 した｡

⑧ 公的サービスの確保

ア 郵便認証司
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